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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年７月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年１２月１日 ０３時３６分ごろ 

発生場所 関門港西
にし

山
やま

区 

 下関福
ふく

浦
うら

防波堤灯台から真方位３５０°７０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５５.３′ 東経１３０°５３.９′） 

事故の概要  セメント運搬船第三十一すみせ丸は、錨泊中、走錨して浅所に乗り

揚げた。 

 第三十一すみせ丸は、右舷船底外板の凹損を伴う擦過傷等を生じ

た。 

事故調査の経過  令和３年１２月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

セメント運搬船 第三十一すみせ丸、３６０トン 

 １３５３９３、ナラサキスタックス株式会社、九州マリン株式会社

（船舶管理人、Ａ社） 

 ４９.９９ｍ×９.６０ｍ×４.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、出力７３６kＷ、平成８年１１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５２歳 

 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２年１２月６日 

免 状 交 付 年 月 日 令和２年７月１５日 

免状有効期間満了日 令和７年１２月５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 右舷船底外板に凹損を伴う擦過傷、推進器翼１枚及び舵に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西～西北西、風力 ６～８、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、波向 西、潮流 南東流、流速 約１.３ノッ

ト（kn）、潮汐 上げ潮の中央期 

(1)  観測値 

   下関地方気象台（本事故発生場所の北東方約２.１海里）におけ

る本事故前日２０時からの観測値は、次のとおりであった。 
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時刻 

(時:分) 

平均 最大瞬間 

風速 
(m/s) 風向 

風速 
(m/s) 風向 

20:00  3.4 南西  6.0 南西 

20:20  4.0 南西  6.5 南西 

20:30  4.3 南西  8.5 西南西 

21:00  5.9 西南西 10.0 南西 

21:30  7.0 西南西 12.6 西南西 

22:00  9.0 西南西 16.6 西 

22:30 11.5 西 20.6 西北西 

23:00 10.3 西北西 17.3 西 

23:30 10.4 西 19.9 西北西 

00:00  9.6 西 17.9 西 

00:30 12.1 西北西 19.5 西北西 

01:00 12.4 西北西 18.3 西北西 

01:30 10.7 西北西 16.8 西 

02:00 10.3  西 19.2 西 

02:30  9.9  西 19.1 西 

03:00 10.6 西 16.7 西 

03:30 11.6 西 19.9 西北西 

03:40 10.3 西北西 20.3 西 

(2) 気象注意報の発表状況 

下関地方気象台は、下関市に対して１１月２９日１６時２３分

に強風注意報を、また、３０日１０時４２分に波浪注意報をそれ

ぞれ発表し、本事故当時も継続中であった。 

(3)  乗組員の観測 

   風向 西、風速 約２０m/s 

 事故の経過  本船は、船長ほか３人が乗り組み、セメント約６００ｔを積み、揚

荷目的で、関門港小倉区の桟橋へ向けて１１月３０日０２時３０分ご

ろ高知県須
す

崎
さき

市須崎港を出港した。 

 本船は、関門港西山区に至り、着桟時刻まで同区で待機する目的

で、２０時２０分ごろ、下関福浦防波堤灯台北西方沖５００ｍ付近

（当時下げ潮の初期に当たり水深が約２７ｍ、底質が砂）に約７３５

kg の左舷錨を投下し、錨鎖を海面まで３節（１節の長さ２５ｍ）伸

出して錨泊を始めた。 

 船長は、ノースアップとして表示させたＧＰＳプロッターで、東方

の陸岸から約２８０ｍ、南東方に位置する福浦湾の防波堤（以下「本

件防波堤」という。）から約４００ｍ離れた船位を確認し、ＧＰＳプ

ロッターを作動させたまま、２０時３０分ごろレーダーをスタンバイ

状態とし、主機を停止して食堂へ向かった。 
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 船長は、食事を終えたのち、２２時００分ごろ昇橋し、ＧＰＳプ 

ロッターで船位を確かめ、本船に振れ回りがあるものの走錨していな

いこと及び風速約１５m/s の西風、波高約１ｍを認め、関門港西山区

で走錨した経験がなかったので、同じ状態のままでも走錨しないと判

断して降橋し、その後、船橋を無人としたまま自室で就寝した。 

 船長は、１２月１日０３時２６分ごろ目覚め、風の音で風が強くな

っていると判断してすぐに昇橋し、０３時２８分ごろうねりを伴って

波高が約２ｍとなっていること及びＧＰＳプロッターで本船の本件防

波堤までの距離が約１５０ｍであることから、走錨していることに気

付いた。 

船長は、すぐに、機関長に主機を始動するように指示し、また、転

錨（揚錨して錨地を変えること）の目的で、航海士２人を船首へ向か

わせた。 

 船長は、０３時３４分ごろ、主機の始動が完了し、航海士２人が船

首の配置についたことを確認したものの、既に本船の船尾が本件防波

堤まで約２０ｍの距離に達していたので、どうすることもできなかっ

た。 

本船は、走錨を続け、０３時３６分ごろ右舷船尾部が本件防波堤の

西方約５ｍ、右舷船首部が本件防波堤の西方約１０ｍに位置して船首

を北方へ向け、右舷船尾船底が浅所に乗り揚げた。 

 船長は、乗組員及び船体の状況を確認したのち、０３時４１分ごろ

本事故の発生を１１８番通報した。 

 本船は、その後、Ａ社が手配した引船の援助を受けて引き出され、

引船２隻によってえい
．．

航され、１３時１０分ごろ目的地の関門港小倉

区の桟橋に着桟した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ 

本船（海上保安庁提供） 参照） 

 その他の事項  本船は、須崎港出港時、船首の喫水が約３.０８ｍ、船尾の喫水が

約４.０７ｍであった。 

 本船は、両舷にＪＩＳ型、約７３５kg のストックレスアンカーと

錨鎖（径２８mm）７節をそれぞれ備えていた。 

 操船通論（本田啓之輔著、平成２０年６月２８日八訂版株式会社成

山堂書店発行）には、錨地選定の一般的要件、錨泊時、慣用の錨鎖伸

出量及び荒天錨泊法について、それぞれ次の記載があった。 

 4.2.1 錨地選定上の一般的要件 

望ましい錨地（anchorage）の条件としては，まず船に働く外力の

影響が少ない自然条件，地形条件，そして錨かきの良い底質と適当な

水深をもつ泊地の環境条件を留意する。すなわち， 

① 水域周りの地形が海象気象の防壁となり，平穏な海面が確保さ

れていること，特に波浪，ウネリの入らない水域が良い。 
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  （略） 

 （略） 

 4.4.2 普通投錨法と錨鎖伸出量 

 （略） 

（2）錨泊時，慣用の錨鎖伸出量 

 ① 水深Ｈ（ｍ）の泊地に対し実務上の目安として次の算式が使わ

れている。 

   伸出量 Ｌｅ＝３Ｈ＋９０（風速２０m/sec）  （4.18） 

 （略） 

 4.5.6 荒天錨泊法 

 （略） 

（1）錨泊方法の選択 

 ① 単錨泊に振れ止めアンカーの使用 

   単錨泊中に荒天になったとき，他舷錨を入れて船の振れ周りを

抑える。振れ止めアンカーはその使用する舷に船が一杯振り切っ

たとき投下し，錨鎖を水深の 1.5～２倍程度伸ばす。振れ回りの

抑えはアンカーを常に引き回す状態の方が効果があるので，錨鎖

はあまり長くしない方が良い。 

   この方法の利点は，双錨泊とくらべ台風時のような風向の変化

にも船首は風波に立ち，外力の影響を小さくできる点である。た

とい走錨しても，振れ止め錨鎖を伸ばして食い止めることがで

き，また揚錨するにも作業時間は比較的短く，ときには一方を捨

錨して出港することも可能である。 

   振れ止めアンカーを使った単錨泊は，係駐力からみて，風速

25m/sec 程度が走錨しない限度とみられている。 

船長は、過去に西風の影響が少ない北九州市門司区部
へ

埼南東方沖の

錨地で投錨したことがあったものの、次のことから関門港西山区を錨

地として選択していた。 

（1）携帯電話とテレビの気象情報で強風注意報及び波浪注意報の発

表を知り、多少の強風を予想していたものの、風速２０m/s ほど

に達するとは思わなかったこと。 

（2）関門港西山区は、底質が砂で比較的に錨かきが良く、月に２回

ほど、錨鎖を３～４節伸出して単錨泊し、走錨したことがなかっ

たので、同じ状態で走錨しないと思ったこと。 

（3）関門港西山区で錨泊して待機することにより、目的地である関

門港小倉区の桟橋が近く、乗組員を少しでも長く休ませることが

できること。 

船長は、本事故当時、国土交通省が提供する走錨リスク判定システ

ム（通称：錨 ing（イカリング））について知らず、本事故後に同シ

ステムのことを知った。 
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 船長は、本事故当時、過去に関門港西山区で錨泊したときに経験し

たことがない強い風であり、２２時００分ごろ昇橋して振れ回りがあ

ることを認めたとき、錨鎖の伸出量を増やすか、双錨泊とし、守錨当

直を配置すれば良かったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、関門港西山区において、強風及び波浪注意報が発表されて

いる状況下、船長が、左舷錨を３節伸出すれば走錨しないと判断し、

船橋を無人にして錨泊を続けたことから、その後、風波が強くなり、

係駐力を上回る外力を受けて本件防波堤方向へ走錨していることに気

付くのが遅れ、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、強風及び波浪注意報が発表されていることを承知していた

が、過去に関門港西山区で錨鎖を３～４節伸出した単錨泊で走錨した

経験がなかったこと及び着桟予定の関門港小倉区の桟橋が近いことか

ら、関門港西山区で錨鎖を３節伸出して単錨泊で錨泊したものと考え

られる。 

船長は、過去に関門港西山区で走錨した経験がなかったこと及び船

位等を確認したときに振れ回りはあるものの走錨していなかったこと

から、錨泊開始時と同じ状態で走錨しないと判断し、船橋を無人にし

て錨泊を続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、関門港西山区において、強風及び波浪注

意報が発表されている状況下、船長が、左舷錨を３節伸出すれば走錨

しないと判断し、船橋を無人にして錨泊を続けたため、その後、風波

が強くなり、係駐力を上回る外力を受けて本件防波堤方向へ走錨して

いることに気付くのが遅れ、浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、気象及び海象の変化に対応するため、守錨当直を配置

し、レーダー等を活用して適宜船位を確認し、必要に応じて錨鎖

の伸出、振れ止め錨などによる十分な係駐力の確保を図り、早期

の主機の使用など、走錨に備えること。 

・船長は、強風が予想される状況下に錨地を選択する場合、風が遮

られ、風浪やうねりの影響が少ない場所を選択すること。 

・船長は、強風及び波浪注意報が発表されている状況下に錨泊する

場合、過去に同じ場所で走錨したことがなかったから過去と同じ

ようにして大丈夫と思わず、走錨リスク判定システムなどを活用

して十分な係駐力を確保すること。 
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付図１ 航行経路図 
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付表１ 本船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時  刻 

(時:分:秒) 

船  位※ 対地針路※ 

(°) 

対地速力 

(kn) 
北 緯 

（°-′-″） 
東 経 

（°-′-″） 

20:17:07 33-55-26.9 130-53-39.5 210.8 0.5 

20:20:09 33-55-23.1 130-53-42.3 183.0 0.2 

21:00:38 33-55-23.4 130-53-42.6 311.4 0.1 

21:30:38 33-55-23.3 130-53-42.6 089.3 0.1 

22:00:39 33-55-23.3 130-53-43.1 186.5 0.1 

22:21:40 33-55-23.8 130-53-43.9 151.8 0.1 

22:33:38 33-55-23.6 130-53-44.2 104.7 0.1 

22:42:38 33-55-23.1 130-53-43.8 199.7 0.6 

23:00:39 33-55-22.8 130-53-44.2 147.0 0.1 

23:03:40 33-55-22.1 130-53-45.2 130.9 0.5 

23:15:38 33-55-21.3 130-53-45.4 103.9 0.5 

23:21:38 33-55-21.2 130-53-45.7 150.6 0.2 

23:39:38 33-55-20.6 130-53-44.6 243.7 0.6 

00:00:37 33-55-20.6 130-53-44.9 117.9 0.5 

00:15:40 33-55-20.6 130-53-45.3 179.3 0.5 

00:27:38 33-55-20.1 130-53-45.6 246.1 0.5 

00:33:39 33-55-20.2 130-53-46.0 099.1 0.2 

00:57:39 33-55-19.7 130-53-46.4 230.6 0.5 

01:00:42 33-55-19.6 130-53-46.3 243.2 0.1 

01:06:38 33-55-19.8 130-53-46.6 047.0 0.5 

01:30:37 33-55-19.6 130-53-46.7 019.0 0.2 

02:00:42 33-55-19.6 130-53-46.7 037.0 0.2 

02:27:38 33-55-19.6 130-53-47.7 095.4 0.1 

03:00:38 33-55-18.2 130-53-49.6 222.9 0.4 

03:12:39 33-55-18.2 130-53-49.9 036.3 0.6 

03:27:37 33-55-17.9 130-53-51.5 120.7 0.7 

03:30:38 33-55-16.3 130-53-53.6 131.5 1.0 

03:33:37 33-55-15.1 130-53-56.4 106.8 0.4 

03:36:37 33-55-15.2 130-53-56.9 157.0 0.2 

03:39:38 33-55-15.1 130-53-56.9 170.7 0.1 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置（船首端から約３７ｍ、船尾端から

約１２ｍ、左舷端から約２ｍ、右舷端から約７ｍ）である。また、対地針路は真方位であ

る。なお、船首方位については簡易型ＡＩＳのため記録されていなかった。 
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写真１ 本船（海上保安庁提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


